
公益財団法人やまなみ文化基金助成金交付要綱  

 

 （目 的）  

第１条 この要綱は、県民の文化活動が、自主的かつ活発に推進されるため、文化

団体等（以下「助成事業者」という）が実施する文化事業に対して、助成金を交

付するのに必要な事項を定めることを目的とする。  

 

 （助成対象事業）  

第２条 助成対象となる事業は、助成事業者が主催して実施する次に掲げる文化事

業のうち、個性豊かな地域文化の向上に寄与すると認められる事業とする。  

（１）地域文化振興に資する事業  

（２）芸術文化の創作・成果発表等  

（３）文化教養活動  

 

 （助成事業者） 

第３条 助成事業の対象となる者は、県内に居住または活動する文化団体等で次の

各号に該当するものとする。             

 （１）一定の活動実績があること。                 

（２）団体にあっては、一定の規約を有し、代表者が明らかであること。 

（３）会計処理が明確であること。 

 

 （助成対象経費）  

第４条 助成対象経費は、第２条に掲げる事業を実施するために必要な経費とする。

ただし、助成事業者の構成員等に対する人件費の支払は対象外とする。 

 

 （助成金の額） 

第５条 助成金の額は、助成対象経費の合計額から他の団体からの補助金または助

成金等の収入を除いた額の２分の１以内とする。ただし、最低事業費は、１００

万円とする。 

 

 （助成金の交付申請） 

第６条 助成事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、やまなみ文化基金

助成金交付申請書（様式１）に事業計画書（別紙１）、助成事業にかかる収支予

算書（別紙２）及びその他参考となる資料を添えて、（公財）やまなみ文化基金

理事長（以下「理事長」という）に提出しなければならない。 

 

 



 （助成事業選考委員会の設置） 

第７条 理事長は、助成対象事業の決定にあたり、公平性を図るために、助成事業

選考委員会を置き、審議するものとする。 

 

 （助成金の交付決定） 

第８条 理事長は、助成事業選考委員会の答申を経て、理事会において、助成金の

交付を決定し、助成金交付決定通知書（様式２）を助成事業者に交付する。 

 

 （事業計画の変更、中止、廃止） 

第９条 助成事業者は、助成対象事業の内容の変更、又は中止、廃止をする場合に

は、あらかじめ、変更等承認申請書（様式５）を理事長に提出し、その承認を得

なければならない。                           

２ 理事長は、前項の規定による変更等承認申請書を受理した場合は、これを審

査し、変更又は中止、廃止を承認することを決定したときには、助成事業者に

その旨通知するものとする。 

３ 理事長は、前項の場合において、助成金の額を変更する必要があると認めら

  れるときは、その額を変更して交付決定することができる。 

 

 （実績報告書の提出） 

第10条 助成事業者は、事業終了後、やまなみ文化基金助成金実績報告書（様式３）

に、事業報告書（別紙３）、収支決算書（別紙４）証拠書類の写し及び参考資料

等を添えて、理事長に提出しなければならない。 

 

 （助成金の額の確定） 

第11条 理事長は、前条に規定する関係書類を受理したときは、その内容を審査の

うえ、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金交付確定通

知書（様式４）を助成事業者に通知するものとする。 

 

 （助成金の請求及び支払） 

第12条 前条の確定通知書を受理した助成事業者は、助成金請求書を理事長に提出

しなければならない。                  

２ 理事長は、前項の請求書を受理し、適当と認められるときは助成事業者に助

成金を交付する。 

 

 （調査） 

第13条 理事長は、助成対象事業について、必要に応じ調査することができる。 

 

 



 （助成金の返還） 

第14条 理事長は、この助成金の交付を受けた助成事業者が、次の各号いずれかに

該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した助成金の

全部もしくは一部の返還を命ずることができる。 

（１）助成金を事業の目的以外に使用したとき。 

（２）事業の実施にあたって、不正な行為があると認められるとき。 

（３）事業の実施について理事長が指示した事項に従わないとき。 

 

附  則  

 １ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が定める。  

 ２ この要綱は、昭和５９年１１月１９日から施行する。 

 ３ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

 


